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① 結科表 (教育職を除く)は 改定しない。
② 地域手当の支給割合の引上げ(5,S %→6

・高い業務送行能力 と公務 に対す る強い意欲 を持つ

1上げ(5,S%→6S%)  ヽ 1  人 材を計画的に採用し、育成に努めることが重要② 地域手当の支給割合のう
③ 医師の初任給面整手当を目に消じて引上げ   ヽ 1  ・ 今後とも、各任命権者と人事委員会が連携して、

④ 期末 ・勤勉 手 当 (ボー ナ ス )は 改 定 しない。    ヽ 1   受 験 者 の確 保 対 策 に取 り組 ん で い く こ とが必 要
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1本 年 の給 与 改 定

( 1 )職 員 給 与 と民 間給 与 の比 較

① 月例 給

② 特別給

民間の支給割合 (4 S t l月)が、職員の期末 ・勤勉
手 当の文綺月致 (4 S t l月)と均衝 していた ことか ら、
改定 しない

(2 )給 与改定の内容

① 地域手 当

支給割合 を引上げ 使西 %→ 6. 5 % )

② 初任給調整 手当

医療職給料表 (1 )適用者 (医師 )に係 る初任給調整

手当について、国に準 じて引上げ

③ 特殊勤務手 当

深夜 における看稼 業務 に新たな鋤務体開が導入 き
れ ることに伴 い、技 岡看譲手 当について、目に準 じ

て改定

(3 )実 お時期  平 成 20年 4月 1日

(初任給調整手 当及び特殊勤務手当については、

平成 21年 4月 1日 )

3結 与構造の見直 し

(1 )勤 務実績 の結与への反映

駒務実績 の給与へ の反 映に当た っては、職員の勤

務実 &等 の的強 な把握 、 これ に基づ く的確 な反映な

ど、引き続 き、輌度 の適切 な運用 を図つてい くこと

が必要

(2 )退 職者 の能力 ・経験の活用
・引 き続 き再任用制度 を円滑 ・道切 に軍用 してい く

とともに、国の取組状況 を注視 しなが ら、職員が高

い期 の生活 に不安 を覚 えることな く、職務 に専念で

きる環境 を整備す ることが必要

(3 )出 力 ・実績 を重視 した人事管理 の推進
・音段調査結果では、人事評価制度 がおおむね職員

に浸透 して きているが、引 き続 き信頼性く納得性等

を高め、職員 を育蔵 し、組織力 の向上 に効果 のある

制度 としてい くことが必要
・1現場力 Jを 高めるとともに、人材 を育成 し、中

長期 的なモチベーシ ョンを高 く維持す る視点を踏 ま

え、情勢の変化 に対応 した人事管理 シiステ ムの構築

が必要

(4 )勤 務環境等 の整備 ～仕事 と生活の開和 に向けて～

O仕 事 と生活 の問和 (ワー クライフバ ランス)の 重

要性 を認機 し、そのための環境整備 を図 ることが必

要

O県 民の信 頼 に応 えるため、職員 の強 い 白受 と任命

権者 の持続的 な取出 の強化 が必要

① 職員 の勤務時間等

ア職員 の勤務時間の見直 し

国や 民間企業 の状況 を踏 まえ、職 員の勤務時間に

ついて、 1日 当た り 7時 間 4S分 、 1ヨ 関 当た り 38

時間 45分 に見直す ことが適 当

イ恐実勢務 時間補済 の取ユ

健康保持や公務能幕維持 の観点か ら、一層の絡実

勤務 時間お減 の取組が必要

② 職員 の健康管理
・各種研修や相破体制の充実な ど心の健康づ くりの

た めの施策 を一層強化す ることが必要

③ 者情相護 の充実
・任命権者 との連絡体飼の強化 な ど吉情相談の体制

整億 を推進


